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静岡市規則第62号 

静岡市建設工事執行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和５年10月26日 

                         静岡市長 難 波 喬 司      

   静岡市建設工事執行規則の一部を改正する規則 

 静岡市建設工事執行規則（平成15年静岡市規則第48号）の一部を次のように改正する。 

 様式第３号を次のように改める。 
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【様式は掲載省略】 

　　　　第55号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　令和５年12月１日　　　　　

4



様式第６号を次のように改める。 
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【様式は掲載省略】 
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附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第63号 

 静岡市化製場等に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和５年10月26日 

                         静岡市長 難 波 喬 司 

   静岡市化製場等に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則 

 静岡市化製場等に関する法律等の施行に関する規則（平成15年静岡市規則第146号）の一部を

次のように改正する。 

 第７条第４号中「第９条の２第１号」を「第９条の12第１号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第64号 

静岡市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和５年11月10日 

静岡市長 難 波 喬 司 

   静岡市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則 

静岡市火災予防条例施行規則（平成15年静岡市規則第253号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「第32条第２項から第４項まで」を「第32条第２項及び第３項」に、「及び第

51条第２項第１号」を「並びに第51条第２項第１号」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

１ 燃料電池発電設備 

地 白色、文字 黒色 

２ 変電設備 

地 白色、文字 黒色 

３ 急速充電設備 

地 白色、文字 黒色 

４ 発電設備 

地 白色、文字、黒色 

５ 蓄電池設備 ６ 水素ガスを充てんする気球の掲揚・係

留場所への立入禁止の標識 
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地 白色、文字 黒色 地 赤色、文字 白色 

７ 禁煙の標識 

地 赤色、文字、白色 

８ 劇場等の火気厳禁の標識 

地 赤色、文字 白色 

９ 喫煙場所の標識 

地、白色、文字 黒色 

10 危険物品持込厳禁の標識 

地、赤色、文字 白色 

11 危険物の貯蔵・取扱場所の標識 

地 白色、文字 黒色 

12 指定可燃物の貯蔵・取扱所（移動タン

ク）の標識 

地 黒色、文字 黄色の反射又は反射性を

有する塗料 
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13 指定可燃物の貯蔵・取扱所の標識 

地 白色、文字 黒色 

 備考 形状を縦書きとすることができる。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 告  示 
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静岡市告示第627号 

 静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱（平成15年静岡市告示第19号）の一部を次の

ように改正する。 

  令和５年11月１日 

静岡市長 難 波 喬 司      

 別表６中「宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第９条」を「宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和36年法律第191号）第13条第１項又は第31条第１項」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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